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もりトピ税・福祉

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日（「
賦
課
期
日
」と
い
う
）現
在

に
、
固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
）を
所
有
し
て
い
る
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
年
の
途
中
で
家
屋
を
取
り
壊
し

た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
法
務
局

で
滅
失
登
記
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い（
後
日
、
申
請
内
容
が
市
へ
通

知
さ
れ
ま
す
）。

　
市
で
は
、
仕
事
、
生
活
、
金
銭

な
ど
で
困
っ
て
い
る
人
が
自
立
で

き
る
よ
う
各
種
支
援
窓
口
を
設
置

し
、
一
人
ひ
と
り
の
相
談
状
況
に

応
じ
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
専
属
ス
タ
ッ
フ
が
分
か
り
や
す

く
対
応
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

就
労
準
備
支
援

　
決
ま
っ
た
時
間
に
起
床
す
る
な

ど
の
生
活
習
慣
が
作
れ
て
い
な

い
、
仕
事
に
就
く
自
信
が
な
い
な

ど
、
働
く
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

い
る
人
を
対
象
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

課
題
に
応
じ
た
段
階
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
作
り
、
就
労
に
向
け
た
準

備
を
目
指
し
ま
す
。

住
居
確
保
給
付
金

　
離
職
に
よ
り
収
入
が
減
っ
て
家

賃
の
支
払
い
に
困
っ
た
り
、
住
ま

い
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
人
は
、

期
間
限
定
で
家
賃
相
当
額
の
給
付

と
就
労
支
援
を
行
う
住
居
確
保
給

付
金
が
申
請
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
く
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
守

　
口

相
談
日
時　
月
曜
日
〜
金
曜
日
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分（
土
・

日
・
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

場
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川
口
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４
階
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１

　
登
記
し
て
い
な
い（
未
登
記
家

屋
）場
合
は
、
取
り
壊
し
後
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
１
月
１
日
ま

で
に
取
り
壊
し
た
場
合
は
翌
年
度

か
ら
、
１
月
２
日
以
降
に
取
り
壊

し
た
場
合
に
は
翌
々
年
度
か
ら
、

固
定
資
産
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課
・
家
屋
係

℡ 
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・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　

給
与
に
係
る
個
人
市
府
民
税

は
、法
令
に
よ
り
原
則
事
業
所（
給

与
支
払
者
）が
所
得
税
の
源
泉
徴

収
と
同
様
に
、毎
月
従
業
員（
給
与

所
得
者
）に
支
払
う
給
与
か
ら
天

引
き
し
て
納
付（
特
別
徴
収
）す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
所
が
特
別
徴
収
す
る
こ
と

は
、
従
業
員
に
と
っ
て
自
ら
納
付

す
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
や
税

額
の
納
期
が
増
え
る（
年
４
回
か

ら
12
回
）こ
と
に
よ
り
、１
回
当
た

り
の
納
付
額
が
少
な
く
な
る
こ
と

な
ど
の
負
担
緩
和
と
な
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
を
し
て
い
な
い
事
業

所
は
、
徴
収
区
分
の
切
り
替
え
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
不
明

な
点
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡ 
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
市
で
は
、
12
月
を「
滞
納
徴
収

強
化
月
間
」と
定
め
、市
税
滞
納
者

に
対
し
て
夜
間
や
休
日
に
電
話
に

よ
る
催
告
や
訪
問
徴
収
の
実
施
を

強
化
し
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
市
に
連
絡
の
な
い
ま
ま
長
期
に

滞
納
す
る
と
、
差
し
押
さ
え
や
差

し
押
さ
え
た
物
件
の
公
売
な
ど
滞

納
処
分
を
行
い
ま
す
の
で
、
早
急

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

〜
１
８
５
４

　

個
人
市
府
民
税（
普
通
徴
収

分
）、固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
の
納
付
に
は
、便
利

な
口
座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

〜
１
８
５
４

〜
生
活
に
小
さ
な
不
安
が
芽
生
え
た
ら
〜

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで市税
を納付できない人は利用してください。

夜間　12月 17日（木）19:30 まで
休日　12月 20日（日）10:00~15:00
場納税課（市役所１号別館２階）
℡ 06-6992-1852~1854

注来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関側）を利用してく
　ださい。
　車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車場
　を夜間休日出入口（正面玄関側）の前に設置しています
　が、駐車台数に限りがありますので、ご協力をお願い
　します。

市税の夜間・休日納付相談 ご
存
じ
で
す
か
固
定

資
産
税・都
市
計
画
税

〜
家
屋
の
滅
失
〜

特
別
徴
収
の
推
進

滞
納
徴
収
強
化
月
間

口
座
振
替

（
自
動
払
込
）の
利
用
を

福
祉

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を




